
○
総
務
省
令
第　
　
　

号 

 )

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
別
表
第
二
の
十
八
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、 

 (

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
一
及
び
同
令
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
を
指
定
す
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和　

年　
　

月　
　

日 

 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
一
及
び
同
令
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
を
指
定

 

す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
一
及
び
同
令
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
を
指
定
す
る

省
令
（
平
成
元
年
自
治
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
す
る
。

別紙３

幸多朗 鈴木
長方形



改　

正　

後

改　

正　

前

（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
） 

（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
及
び
数
量
） 

第
二
条　

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
物
質
は
、
次
の
表
の

第
二
条　

［
同
上
］ 

上
欄
に
掲
げ
る
物
質
と
し
、
同
令
別
表
第
二
の
下
欄
に
定
め
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
表
の
下
欄

 

に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

 
 

 
 

 
  

 

［
略
］ 
  

 
 

 

［
同
上
］ 

 

)

)

)

)

［
一
～
六
十
四　

略
］ 

 

［
一
～
六
十
四　

同
上
］ 

 
 

 
  

 
 
 

  
 

 

(

(

(

(

 
 

 

 
 

 
  

 

)

)

六
十
五　

四
―
［
二
―
（
四
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―

 
 

 
 

ブ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
ト

六
十
五　

ブ
ロ
ム
水
素
を
含
有
す
る
製
剤

 
 

 
 

  
 

(

(

 
 

 
 

キ
シ
］
キ
ナ
ゾ
リ
ン
（
別
名
フ
ェ
ナ
ザ
キ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る

 

製
剤
（
四
―
［
二
―
（
四
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―

 
 

 
 

ブ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
ト

 

 
 

 
 

キ
シ
］
キ
ナ
ゾ
リ
ン
一
九
・
四
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

 

 

 
 

)

 
 

六
十
六　

ブ
ロ
ム
水
素
を
含
有
す
る
製
剤

(

 
 

  
 
 

 
 
 

 

)

)

)

)

六
十
七
～
七
十
七　

［
略
］ 

六
十
六
～
七
十
六　

［
同
上
］ 

  
  

(

(

(

(

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

 



 

附　

則

　

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


